
評点

４点

３点

３点

―

３点

４点

３点

３点

３点

担当部署
（問合せ先）

生活環境部　市民課

℡：0123-33-3131内線1112

E-mail：shimin@city.eniwa.hokkaido.jp

①関係法令・仕様書・実施計画に沿って運営したか

②担当職員連絡会議及び研修会の開催実績

③労働関係法令の遵守（労働条件審査に対する指摘事項の改善、
就業規則が最新の法令に沿っているか、最低賃金等）

１０点

①利用者及び利用料の増減の分析（過去の平均等との比較）

　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、事業報告書、実地調査、指定管
理者による自己評価、利用者アンケート、利用者の意見、指定管理者のヒアリ
ング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された具体的な業務の履
行状況や利用者からの要望・苦情の有無などについて、区分毎に評価を行った
上で、総合評価を行いました。

評価の理由

下記の内容等から総合的に判断した。
〇業務目的を十分に理解し、市民サービス向上に努めるとともに、施設・設備
の機能を理解し、安定・安心稼働に努めている。
〇経営努力により消耗品費、光熱水費等の経費抑制に努めている。
（特に、高騰している燃料費について、使用量を抑える努力を評価する。）
〇窓口対応等の接遇について、利用者から好評価をいただいており、適切に対
応している。

指定管理者
モニタリング会議

コメント

　隣接する墓園利用者のニーズに応じお盆・彼岸時に開館時間を延長しトイレ
等の開放する取組みは、継続的に実施されており、市民サービス向上のための
取組みとしく評価できる。
　火葬件数の増加により電気使用料は増加するも燃料、水道はこまめな節減が
行われており、その余剰金でロビー備品整備を行い市民還元に努めるなど適切
な管理・運営がなされている。

②光熱水費等の分析（過去の平均等との比較）

③経費の削減並びに効率的な運営をおこなえたか、また、その利
益・余剰金の市民還元はおこなえたか

７点

②苦情の対応処理は適切におこなえたか（主な件数、内容の分
析）

２６点／４０点

　名　称　テーオー運輸株式会社

３．利用者の満足度に対する取り組み

合　　　　　計

総合評価 B

①利用者の意見を管理運営に反映させたか

③備品の管理は適切であったか

９点

　代表者　代表取締役　松岡　雄平

評価基準等

　住　所　恵庭市北柏木町3丁目74番地1

評価項目

１．適正な管理運営に対する取り組み

２．効果的かつ効率的な運営に対する取り組み

令和５年度　事業評価（モニタリング）シート

施　設　名 恵庭市火葬場

所　在　地 恵庭市西島松248番地1外

指定管理者
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評点

４点

３点

３点

－

３点

３点

３点

３点

３点

　住　所　恵庭市黄金南１丁目３１３番地５

評価項目

１．適正な管理運営に対する取り組み

２．効果的かつ効率的な運営に対する取り組み

令和５年度　事業評価（モニタリング）シート

施　設　名 恵庭墓園

所　在　地 恵庭市西島松２２７番地３外

指定管理者

　名　称　恵庭まちづくり協同組合

３．利用者の満足度に対する取り組み

合　　　　　計

総合評価 B

①利用者の意見を管理運営に反映させたか

③備品の管理は適切であったか

９点

　代表者　理事長　齊藤　一史

評価基準等

本施設の管理運営業務の確認にあたっては、事業報告書、実地調査、指定管
理者による自己評価、利用者アンケート、利用者の意見、指定管理者のヒア
リング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された具体的な業務の
履行状況や利用者からの要望・苦情の有無などについて、区分毎に評価を
行った上で、総合評価を行いました。

評価の理由

　本指定管理者が行う墓園業務は、除草・剪定等の野外施設管理が主であ
り、それぞれに専門性が求められる業務であるが、本指定管理者は多様化す
る市民ニーズに対応できるように運営努力をしており、下記の内容から総合
的に判断して良好と評価します。
　〇仕様書にある開設時期や時間を超えて事務所を開設していただいてお
り、サービス向上に力を入れていただいている点が評価できる。
　〇指定管理者である恵庭まちづくり協同組合には造園業者が加入している
こともあり、仕様書にない範囲まで整備協力いただいている。
　〇常に経費の削減ならびに効率的な運営に努めており、利益を基に自発的
な市民サービスにより還元を行っている。また、墓園来場者が多い時期には
キッチンカー出店募集しサービス提供を行っている。
　〇墓園管理事務所において、来客者に対し墓参りセット（線香、ロウソ
ク）の販売や花を販売するなど、経営努力を行っている。

指定管理者
モニタリング会議

コメント

　利用者の、要望、意見を把握し、花や墓参りセットの販売のほかキッチン
カーの誘致出店を行い利用者の利便性向上に努めており、また組合構成員の
ノウハウを生かし施設整備を行うなど経費の節減にも取り組んでおり評価で
きる。
　園内は適宜除草、樹木剪定など整備され景観が維持されており適切な管理
運営がなされている。

②光熱水費等の分析（過去の平均等との比較）

③経費の削減並びに効率的な運営をおこなえたか、また、その利
益・余剰金の市民還元はおこなえたか

６点

②苦情の対応処理は適切におこなえたか（主な件数、内容の分
析）

２５点／４０点

担当部署
（問合せ先）

生活環境部　市民課

℡：0123-33-3131内線1112

E-mail：shimin@city.eniwa.hokkaido.jp

①関係法令・仕様書・実施計画に沿って運営したか

②担当職員連絡会議及び研修会の開催実績

③労働関係法令の遵守（労働条件審査に対する指摘事項の改善、
就業規則が最新の法令に沿っているか、最低賃金等）

１０点

①利用者及び利用料の増減の分析（過去の平均等との比較）
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評点

３点

４点

３点

３点

３点

３点

３点

３点

３点

担当部署
（問合せ先）

子ども未来部　子ども政策課

℡：0123-33-3131内線1237

E-mail：kodomoseisaku@city.eniwa.hokkaido.jp

①関係法令・仕様書・実施計画に沿って運営したか

②担当職員連絡会議及び研修会の開催実績

③労働関係法令の遵守（労働条件審査に対する指摘事項の改善、
就業規則が最新の法令に沿っているか、最低賃金等）

１０点

①利用者及び利用料の増減の分析（過去の平均等との比較）

　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、事業報告書、実地調査、指定管
理者による自己評価、利用者アンケート、利用者の意見、指定管理者のヒアリ
ング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された具体的な業務の履
行状況や利用者からの要望・苦情の有無などについて、区分毎に評価を行った
上で、総合評価を行いました。

評価の理由

新型コロナウイルス感染症の５類移行後も、感染症対策等を行いながら事業を
実施し、前年度よりも大幅な利用者の増加が図られた。
利用者の意見を常に取り入れながら、指定管理事業者である学校法人の強みを
活かしたイベントを開催したり、定期的な会議による事業内容の検証や見直し
を行うことで、地域の子どもたちの居場所として事業運営に取り組んでいるこ
とは評価できる。
令和5年度で現在の指定管理事業者による管理運営は終了、令和6年度からは新
たな指定管理事業者による管理運営へ移行。

指定管理者
モニタリング会議

コメント

　利用者からの意見や要望を積極的に取り入れたり、子育て支援センター事業
や子どもひろば事業等、指定管理事業者である学校法人の強みを活かしたイベ
ントを開催し、月に複数回、すべての職員で会議を行うことで、職員間の情報
共有やOJT研修及び各種研修会へ積極的に参加し、職員の資質向上を図ってい
ることが分かる。
　市内のみならず市外からも利用者が増加しており、適正な管理運営が行われ
ており、利用者からの満足度も高いことが伺える。

②光熱水費等の分析（過去の平均等との比較）

③経費の削減並びに効率的な運営をおこなえたか、また、その利
益・余剰金の市民還元はおこなえたか

９点

②苦情の対応処理は適切におこなえたか（主な件数、内容の分
析）

２８点／４５点

　名　称　　学校法人滋慶学園

３．利用者の満足度に対する取り組み

合　　　　　計

総合評価 B

①利用者の意見を管理運営に反映させたか

③備品の管理は適切であったか

９点

　代表者　　浮所　邦彦

評価基準等

　住　所　　東京都江戸川区東葛西６丁目１６番地２

評価項目

１．適正な管理運営に対する取り組み

２．効果的かつ効率的な運営に対する取り組み

令和５年度　事業評価（モニタリング）シート

施　設　名 恵み野子どもの集う場所

所　在　地 恵庭市恵み野北３丁目１番地１

指定管理者
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評点

3点

3点

3点

3点

4点

4点

3点

3点

4点

　住　所　恵庭市島松仲町１丁目２番２０号

評価項目

１．適正な管理運営に対する取り組み

２．効果的かつ効率的な運営に対する取り組み

令和５年度　事業評価（モニタリング）シート

施　設　名 夢創館

所　在　地 恵庭市島松仲町１丁目２番２０号

指定管理者

　名　称　特定非営利活動法人　島松夢創館倶楽部

３．利用者の満足度に対する取り組み

合　　　　　計

総合評価 B

①利用者の意見を管理運営に反映させたか

③備品の管理は適切であったか

10点

　代表者　理事長　鏡　　貢

評価基準等

　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、事業報告書、実地調査、指定管
理者による自己評価、利用者アンケート、利用者の意見、指定管理者のヒアリ
ング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された具体的な業務の履
行状況や利用者からの要望・苦情の有無などについて、区分毎に評価を行った
上で、総合評価を行いました。

評価の理由

　平成28年度から指定管理制度を導入し、通算8年。（更新1度）
　文化活動、地域活性化及び市民交流に資するためという夢創館の設置目的を
念頭に置き、更なる利用者サービスの向上、利用者拡大を意識して管理運営を
行っている。
　自主事業として喫茶を運営することにより地域住民の交流の場を提供してい
るほか、夢創館文化事業として様々な年代の利用者が参加できる企画づくりを
行うなど、地域の活動拠点として高く評価できる。
　また、喫茶での売上から無料イベントの主催、施設の修繕や備品の充実と
いった市民還元も評価に値する。

指定管理者
モニタリング会議

コメント

　自主事業として喫茶業務を実施し、地域住民の交流の場を提供しており、そ
の収益を無料イベントの開催、施設の修繕や備品の充実に取り組んでいる。ま
た、備品の故障による事故防止を、適切に点検し未然に防いでいる点も評価で
きる。
　今後も、適切な管理運営の取り組み、令和５年度に未実施となった事業の実
施等、文化活動の拠点として、多彩な市民サービスの提供に期待したい。

②光熱水費等の分析（過去の平均等との比較）

③経費の削減並びに効率的な運営をおこなえたか、また、その利
益・余剰金の市民還元はおこなえたか

11点

②苦情の対応処理は適切におこなえたか（主な件数、内容の分
析）

30点／４５点

担当部署
（問合せ先）

教育部社会教育課

℡：0123-33-3131内線1714

E-mail：syakaikyouiku@city.eniwa.lg.jp

①関係法令・仕様書・実施計画に沿って運営したか

②担当職員連絡会議及び研修会の開催実績

③労働関係法令の遵守（労働条件審査に対する指摘事項の改善、
就業規則が最新の法令に沿っているか、最低賃金等）

9点

①利用者及び利用料の増減の分析（過去の平均等との比較）
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